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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局を介して、第１移動管理エリアに在圏する各移動局との間で通信を行う移動
交換局であって、
　前記第１移動管理エリアにおいて前記各移動局を一意に識別可能な一時的移動局識別子
を含む移動局情報を管理するように構成されている移動局情報管理部と、
　第２移動管理エリアにおいて通信中の移動局が、該第２移動管理エリアから前記第１移
動管理エリアに移動してきた場合に、該移動局に対して割り当てた一時的移動局識別子を
、該第１移動管理エリア内で該移動局が接続している接続先無線基地局に対して通知する
ように構成されている通知部と
を具備し、
　前記通知部は、前記移動局についての位置登録エリアの更新が完了した後に、該移動局
に対して割り当てた一時的移動局識別子を、前記接続先無線基地局に通知するように構成
されていることを特徴とする移動交換局。
【請求項２】
　前記通知部は、前記移動局の前記接続先無線基地局へのハンドオーバが完了したこと或
いは該接続先無線基地局における該移動局に係る移動局情報の再配置が完了したことを報
告する完了報告を該接続先無線基地局から受信し、受信した該完了報告に対する応答によ
って、該移動局に対して割り当てた一時的移動局識別子を、前記接続先無線基地局に通知
するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動交換局。
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【請求項３】
　通信中の移動局から接続要求を受信した場合、移動交換局によって該移動局に対して割
り当てられた所定の移動管理エリアにおいて該移動局を一意に識別可能な一時的移動局識
別子に基づいて、該移動局の通信を継続するか否かについて判断する無線基地局であって
、
　前記移動局に対して割り当てられている一時的移動局識別子を含む移動局情報を管理す
るように構成されている移動局情報管理部と、
　前記移動交換局から前記移動局に対して新たに割り当てられた一時的移動局識別子を受
信するように構成されている受信部と、
　受信した前記一時的移動局識別子によって、前記移動局情報管理部において管理されて
いる前記移動局情報に含まれる一時的移動局識別子を置換するように構成されている置換
部とを具備し、
　前記受信部は、前記移動局についての位置登録エリアの更新が完了した後に、前記移動
局に対して新たに割り当てられた一時的移動局識別子を受信するように構成されているこ
とを特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　前記移動局の前記接続先無線基地局へのハンドオーバが完了したこと或いは該接続先無
線基地局における該移動局に係る移動局情報の再配置が完了したことを報告する完了報告
を、前記移動交換局に対して送信するように構成されている送信部を具備し、
　前記受信部は、前記完了報告に対する応答によって、前記移動局に対して新たに割り当
てられた一時的移動局識別子を受信するように構成されていることを特徴とする請求項３
に記載の無線基地局。
【請求項５】
　移動交換局が、無線基地局を介して第１移動管理エリアに在圏する各移動局との間で通
信を行い、該無線基地局が、該第１移動管理エリアにおいて通信中の移動局から接続要求
を受信した場合、該移動交換局によって該移動局に対して割り当てられた該第１移動管理
エリアにおいて該移動局を一意に識別可能な一時的移動局識別子に基づいて、該移動局の
通信を継続するか否かについて判断する移動通信方法であって、
　前記移動交換局及び前記無線基地局は、前記第１移動管理エリアにおいて各移動局を一
意に識別可能な一時的移動局識別子を含む移動局情報を管理しており、
　第２移動管理エリアにおいて通信中の移動局が、該第２移動管理エリアから前記第１移
動管理エリアに移動してきた場合に、前記移動交換局が、該移動局に対して割り当てた一
時的移動局識別子を、該第１移動管理エリア内で該移動局が接続している接続先無線基地
局に対して通知する工程と、
　前記接続先無線基地局が、前記移動交換局から前記移動局に対して新たに割り当てられ
た一時的移動局識別子を受信する工程と、
　前記接続先無線基地局が、受信した前記一時的移動局識別子によって、管理している前
記移動局に関する前記移動局情報に含まれる一時的移動局識別子を置換する工程とを有し
、
　前記通知する工程では、前記移動局についての位置登録エリアの更新が完了した後に、
該移動局に対して割り当てた一時的移動局識別子を、前記接続先無線基地局に通知するこ
とを特徴とする移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動交換局、無線基地局及び移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃ
ｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）として検討されている移動通信システムにお
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いて、移動局は、所定セルとの間で通信を行っている場合に、当該所定セルとの間の無線
リンクの検出に失敗（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ）した後、一定期間内に、
当該所定セルと同一のセルを検出した場合は、検出した当該所定セルに対して接続要求を
送信するように構成されている（非特許文献１参照）。
【０００３】
　また、移動局が、無線基地局間ハンドオーバを行う際に、ハンドオーバ元無線基地局が
、ハンドオーバ先無線基地局に対して、ＴＭＳＩ（一時的移動局識別子：Ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を含む移動局情報を転
送する。
【０００４】
　ここで、上述の接続要求を受信した無線基地局は、管理している移動局情報の中に、上
述の接続要求に含まれているＴＭＳＩが存在すると判断した場合は、管理している移動局
情報を用いて、かかる移動局の通信を継続することができる。
【０００５】
　一方、かかる無線基地局は、管理している移動局情報の中に、上述の接続要求に含まれ
ているＴＭＳＩが存在しないと判断した場合は、かかる接続要求を新規な接続要求である
と判断し、新規の接続設定処理を行うように構成されている。
【０００６】
　このように制御することにより、移動局が通信を行っている所定セルと当該移動局によ
って検出されたセルとが同一である場合だけでなく、移動局が通信を行っている所定セル
と当該移動局によって検出されたセルとが同一の無線基地局に含まれる場合も、当該移動
局の通信を継続することができる（非特許文献２参照）。
【０００７】
　また、従来の移動通信システムにおいて、移動交換局（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）は、待ち受け中及び通信中の各移動局の位置情報を
管理しており、各移動局に対して当該移動交換局内で一意に各移動局を識別可能なＴＭＳ
Ｉの付与を行っている（非特許文献３参照）。
【０００８】
　そして、移動交換局は、自局が管理している移動管理エリア（Ｐｏｏｌ　Ａｒｅａ）を
超えて移動局が移動した場合は、当該移動交換局から移動先の移動交換局に対して、当該
移動局に係る移動局情報の再配置（ＭＭＥ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ）を行い、当該移動局
に対して移動先の移動交換局内で一意に当該移動局を識別可能なＴＭＳＩの再割当を行う
ように構成されている。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　３６.３００　Ｖ８.０.０　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｇｒｏｕｐ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ　ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ
　（Ｅ-ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）；　Ｏｖｅｒ
ａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ；　Ｓｔａｇｅ　２、１０.１.６
【非特許文献２】３ＧＰＰ　Ｒ２-０７１２２９、「Ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｆａｉｌｕ
ｒｅ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ｒｅｃｏｖｅｒｙ」、Ｎｏｋｉａ
【非特許文献３】３ＧＰＰ　２４.８０１　Ｖ０.１.０　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｇｒｏｕｐ　ｃｏｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｎｄ　ｔｅｒｍｉｎａ
ｌｓ；　３ＧＰＰ　ｓｙｓｔｅｍ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ；　
ＣＴ　ＷＧ１　ａｓｐｅｃｔｓ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）、５．３
【発明の開示】
【０００９】
　しかしながら、上述の移動通信システムでは、以下のような問題点があった。
【００１０】
　上述のように、移動局が、通信開始時に接続した移動交換局の移動管理エリアを超えて
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移動した場合、移動先の移動交換局と移動局との間では、ＴＭＳＩが更新される。
【００１１】
　しかし、無線基地局は、移動管理用の信号を終端していないため、再割当されたＴＭＳ
Ｉを認識することができず、移動元の移動交換局によって割り当てられたＴＭＳＩを、当
該移動局に関する移動局情報として管理し続ける。
【００１２】
　したがって、移動局と無線基地局との間で、保持している当該移動局用のＴＭＳＩに不
整合が生じているため、当該移動局が、「Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ」を検
出した後に接続要求を送信した場合であっても、当該無線基地局は、当該移動局を識別す
るＴＭＳＩを保持していないため、当該移動局の通信を継続することができず、サービス
性を低下させ、移動交換局の処理負荷を増大させるという問題点があった。
【００１３】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、移動局が、移動管理エリ
アを超えて移動した後に接続要求を送信した場合においても、再発呼すること無く、当該
移動局の通信を継続可能とし、サービス性を向上させることができる移動交換局、無線基
地局及び移動通信方法を提供することを目的とする。
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、無線基地局を介して、第１移動管理エリアに在圏する各移動局
との間で通信を行う移動交換局であって、前記第１移動管理エリアにおいて前記各移動局
を一意に識別可能な一時的移動局識別子を含む移動局情報を管理するように構成されてい
る移動局情報管理部と、第２移動管理エリアにおいて通信中の移動局が、該第２移動管理
エリアから前記第１移動管理エリアに移動してきた場合に、該移動局に対して割り当てた
一時的移動局識別子を、該第１移動管理エリア内で該移動局が接続している接続先無線基
地局に対して通知するように構成されている通知部とを具備することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第１の特徴において、前記通知部は、前記移動局の前記接続先無線基地局への
ハンドオーバが完了したこと或いは該接続先無線基地局における該移動局に係る移動局情
報の再配置が完了したことを報告する完了報告を該接続先無線基地局から受信し、受信し
た該完了報告に対する応答によって、該移動局に対して割り当てた一時的移動局識別子を
、前記接続先無線基地局に通知するように構成されていてもよい。
【００１６】
　本発明の第１の特徴において、前記通知部は、前記移動局についての位置登録エリアの
更新が完了した後に、該移動局に対して割り当てた一時的移動局識別子を、前記接続先無
線基地局に通知するように構成されていてもよい。
【００１７】
　本発明の第２の特徴は、通信中の移動局から接続要求を受信した場合、移動交換局によ
って該移動局に対して割り当てられた所定の移動管理エリアにおいて該移動局を一意に識
別可能な一時的移動局識別子に基づいて、該移動局の通信を継続するか否かについて判断
する無線基地局であって、前記移動局に対して割り当てられている一時的移動局識別子を
含む移動局情報を管理するように構成されている移動局情報管理部と、前記移動交換局か
ら受信した前記移動局に対して新たに割り当てられた一時的移動局識別子を受信するよう
に構成されている受信部と、受信した前記一時的移動局識別子によって、前記移動局情報
管理部において管理されている前記移動局情報に含まれる一時的移動局識別子を置換する
ように構成されている置換部とを具備することを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第２の特徴において、前記移動局の前記接続先無線基地局へのハンドオーバが
完了したこと或いは該接続先無線基地局における該移動局に係る移動局情報の再配置が完
了したことを報告する完了報告を、前記移動交換局に対して送信するように構成されてい
る送信部を具備し、前記受信部は、前記完了報告に対する応答によって、前記移動局に対
して新たに割り当てられた一時的移動局識別子を受信するように構成されていてもよい。
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【００１９】
　本発明の第２の特徴において、前記受信部は、前記移動局についての位置登録エリアの
更新が完了した後に、前記移動局に対して新たに割り当てられた一時的移動局識別子を受
信するように構成されていてもよい。
【００２０】
　本発明の第３の特徴は、移動交換局が、無線基地局を介して第１移動管理エリアに在圏
する各移動局との間で通信を行い、該無線基地局が、該第１移動管理エリアにおいて通信
中の移動局から接続要求を受信した場合、該移動交換局によって該移動局に対して割り当
てられた該第１移動管理エリアにおいて該移動局を一意に識別可能な一時的移動局識別子
に基づいて、該移動局の通信を継続するか否かについて判断する移動通信方法であって、
前記移動交換局及び前記無線基地局は、前記第１移動管理エリアにおいて各移動局を一意
に識別可能な一時的移動局識別子を含む移動局情報を管理しており、第２移動管理エリア
において通信中の移動局が、該第２移動管理エリアから前記第１移動管理エリアに移動し
てきた場合に、前記移動交換局が、該移動局に対して割り当てた一時的移動局識別子を、
該第１移動管理エリア内で該移動局が接続している接続先無線基地局に対して通知する工
程と、前記接続先基地局が、前記移動交換局から受信した前記移動局に対して新たに割り
当てられた一時的移動局識別子を受信する工程と、前記接続先基地局が、受信した前記一
時的移動局識別子によって、管理している前記移動局に関する前記移動局情報に含まれる
一時的移動局識別子を置換する工程とを有することを要旨とする。
【００２１】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局が、移動管理エリアを超えて移動した後
に接続要求を送信した場合においても、再発呼すること無く、当該移動局の通信を継続可
能とし、サービス性を向上させることができる移動交換局、無線基地局及び移動通信方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態に係る移動交換局の機能ブロック図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態に係る移動交換局の動作を示すフローチャート
である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャート
である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケン
スである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。なお、本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するもの
に対しては同一符号を付与し、繰り返しの説明は省略する。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、移動局１００と、複数の無
線基地局２００Ａ乃至２００Ｆと、複数の移動交換局３００Ａ及び３００Ｂとを具備して
いる。
【００２５】
　ここで、移動交換局３００Ａは、無線基地局２００Ａによって管理されているエリア（
セル又はセクタ）１Ａと、無線基地局２００Ｂによって管理されているエリア（セル又は
セクタ）１Ｂと、無線基地局２００Ｃによって管理されているエリア（セル又はセクタ）
１Ｃとによって形成される移動管理エリア１を管理するように構成されている。
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【００２６】
　また、移動交換局３００Ｂは、無線基地局２００Ｄによって管理されているエリア（セ
ル又はセクタ）２Ａと、無線基地局２００Ｅによって管理されているエリア（セル又はセ
クタ）２Ｂと、無線基地局２００Ｆによって管理されているエリア（セル又はセクタ）２
Ｃとによって形成される移動管理エリア２を管理するように構成されている。
【００２７】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各移動管理エリアは、オーバーラ
ップされるように形成されていてもよいし、オーバーラップされないように形成されてい
てもよい。
【００２８】
　また、本明細書において、「移動管理エリア１から移動管理エリア２に移動する」とは
、移動管理エリア１から、移動管理エリア１と移動管理エリア２とのオーバーラップエリ
アを越えて移動管理エリア２に移動することを意味する。
【００２９】
　移動交換局３００Ａは、無線基地局２００Ａ乃至２００Ｃの何れかを介して、移動管理
エリア１（第２移動管理エリア）に在圏する各移動局１００との間で通信を行うように構
成されている。
【００３０】
　一方、移動交換局３００Ｂは、無線基地局２００Ｄ乃至２００Ｆの何れかを介して、移
動管理エリア２（第１移動管理エリア）に在圏する各移動局１００との間で通信を行うよ
うに構成されている。
【００３１】
　移動交換局３００Ａの構成及び移動交換局３００Ｂの構成は、基本的に同一であるため
、以下、移動交換局３００として、両者の構成について説明する。
【００３２】
　図２に示すように、移動交換局３００は、移動局情報管理部３０２と、当該移動局情報
管理部３０２に接続されている対移動局信号処理生成部３０４と、当該移動局情報管理部
３０２に接続されている対無線基地局信号処理生成部３０６と、当該対移動局信号処理生
成部３０４及び対無線基地局信号処理生成部３０６に接続されている信号送受信部３０８
とを備える。
【００３３】
　なお、移動交換局３００の各機能３０２乃至３０８の一部又は全部は、ソフトウエアに
よって実現されていてもよいし、ハードウエアによって実現されていてもよい。
【００３４】
　移動局情報管理部３０２は、当該移動交換局３００により管理されている移動管理エリ
アに在圏する各移動局１００に関連する移動局情報を管理するように構成されている。
【００３５】
　例えば、移動局情報管理部３０２は、各移動局について、ＴＭＳＩや、在圏エリア（セ
ル又はセクタ）や、アドレス情報（ＩＰアドレス）等を含む移動局情報を管理するように
構成されている。ここで、ＴＭＳＩは、当該移動交換局３００により管理されている移動
管理エリアにおいて、各移動局を一意に識別可能な一時的移動局識別子である。なお、無
線基地局２００と移動局１００とが、移動交換局３００によって割り当てられた共通鍵（
例えば、Ｓｈａｒｅｄ Ｓｅｃｒｅｔ）を管理し、無線基地局２００が、移動局１００が
共通鍵を用いて演算したＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄ
ｅ）と共通鍵、またはＭＡＣもしくは共通鍵のいずれかに基づいて、移動局１００を識別
（認証）するように構成されている場合、かかるＭＡＣ又は共通鍵を一時的移動局識別子
としてもよい。つまり、無線基地局２００が、共通鍵を用いた演算結果（例えば、ＭＡＣ
）などから、各移動局を識別可能であれば、かかる共通鍵又はＭＡＣを、一時的移動局識
別子としてもよい。
【００３６】
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　対移動局信号処理生成部３０４は、移動局１００から受信した信号の処理及び移動局１
００へ向けた信号の生成処理を行うように構成されている。
【００３７】
　例えば、対移動局信号処理生成部３０４は、移動局１００から受信した位置登録エリア
更新（ＴＡＵ：　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ）要求に対する受け入れ可
否の判断や、移動局１００から受信した接続要求等に対する処理を行うように構成されて
いる。
【００３８】
　対無線基地局信号処理生成部３０６は、無線基地局２００から受信した信号に対する処
理及び無線基地局２００へ向けた信号の生成処理を行うように構成されている。
【００３９】
　例えば、対無線基地局信号処理生成部３０６は、通信中の移動局１００がハンドオーバ
を行った場合に無線基地局２００から受信したハンドオーバ完了報告に対する処理や、通
信中の移動局１００が移動管理エリアを超えてハンドオーバを行った場合に当該移動局１
００に対して新規に割り当てた一時的移動局識別子（ＴＭＳＩ）を接続先無線基地局２０
０に通知するための信号の生成処理等を行うように構成されている。
【００４０】
　ただし、信号送受信部３０８は、別の移動交換局によって管理されている第２移動管理
エリアにおいて通信中の移動局１００が、かかる第２移動管理エリアから当該移動交換局
３００によって管理されている第１移動管理エリアに移動してきた場合に、かかる移動局
１００に対して割り当てた一時的移動局識別子ＴＭＳＩを、かかる第１移動管理エリア内
で当該移動局１００が接続している接続先無線基地局に対して通知するように構成されて
いる。
【００４１】
　なお、信号送受信部３０８は、上述の移動局１００の接続先無線基地局へのハンドオー
バが完了（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）したこと或いは当該接続先無線基地局
における当該移動局１００に係る移動局情報の再配置が完了したことを報告する完了報告
（移動局情報再配置完了報告：Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を当該接続先
無線基地局から受信し、受信した当該完了報告に対する応答（ハンドオーバ完了報告応答
：Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ、或いは移動局情報再
配置完了応答：Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）に
よって（かかる応答の一部の情報要素として）、当該移動局１００に対して割り当てた一
時的移動局識別子ＴＭＳＩを、当該接続先無線基地局に通知するように構成されていても
よい。
【００４２】
　また、信号送受信部３０８は、当該移動局１００についての位置登録エリアの更新が完
了（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）した後に、当該移
動局１００に対して割り当てた一時的移動局識別子ＴＭＳＩを、当該接続先無線基地局に
通知するように構成されていてもよい。
【００４３】
　本実施形態に係る無線基地局２００は、通信中の移動局１００から接続要求を受信した
場合、移動交換局３００によって当該移動局１００に対して割り当てられた所定の移動管
理エリアにおいて当該移動局１００を一意に識別可能な一時的移動局識別子ＴＭＳＩに基
づいて、当該移動局１００の通信を継続するか否かについて判断するように構成されてい
る。
【００４４】
　図３に示すように、本実施形態に係る無線基地局２００は、対移動局信号送受信部２０
２と、当該対移動局信号送受信部２０２に接続されている信号処理生成部２０４と、当該
信号処理生成部２０４に接続されている移動局情報管理部２０６と、当該信号処理生成部
２０４に接続されている対移動交換局信号送受信部２０８とを備える。
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【００４５】
　なお、無線基地局２００の各機能２０２乃至２０８の一部又は全部は、ソフトウエアに
よって実現されていてもよいし、ハードウエアによって実現されていてもよい。
【００４６】
　対移動局信号送受信部２０２は、移動局１００によって送信された信号の受信処理及び
移動局１００へ向けた信号の送信処理を行うように構成されている。
【００４７】
　例えば、移動局１００によって送信された接続要求（又は、再接続要求）を受信し、ま
た、移動局１００が移動管理エリアを超えて移動した場合に移動交換局３００によって新
規に割り当てられた一時的移動局識別子ＴＭＳＩを当該移動局１００に転送するように構
成されている。
【００４８】
　信号処理生成部２０４は、移動局１００及び移動交換局３００から受信した信号に対す
る処理、及び、移動局１００及び移動交換局３００へ送信する信号の生成処理を行うよう
に構成されている。
【００４９】
　例えば、信号処理生成部２０４は、移動局１００が移動管理エリアを超えてハンドオー
バを行った場合に移動交換局３００によって新規に割り当てられた一時的移動局識別子Ｔ
ＭＳＩを当該移動交換局３００から受信して移動局情報管理部２０６へ入力するように構
成されている。
【００５０】
　また、信号処理生成部２０４は、移動局１００からの再接続要求を受信した際に、移動
局情報管理部２０６に対して問い合わせを行い、かかる再接続要求の受付可否の判断を行
うように構成されている。
【００５１】
　移動局情報管理部２０６は、通信中の移動局１００に関する移動局情報を管理するよう
に構成されている。
【００５２】
　例えば、移動局情報管理部２０６は、当該無線基地局２００と通信中の各移動局１００
について、移動交換局３００によって割り当てられた一時的移動局識別子ＴＭＳＩや、当
該無線基地局２００によって割り当てられた移動局識別子（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ：Ｃｅ
ｌｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）や、
当該無線基地局との間で設定されている無線ベアラの設定情報や、セキュリティの設定情
報等の少なくとも１つを含む移動局情報を管理するように構成されている。
【００５３】
　なお、移動局情報管理部２０６は、対移動交換局信号送受信部２０８によって受信され
た一時的移動局識別子ＴＭＳＩによって、管理している移動局情報に含まれる一時的移動
局識別子ＴＭＳＩを置換するように構成されている。
【００５４】
　対移動交換局信号送受信部２０８は、移動交換局３００によって送信された信号に対す
る受信処理、及び、移動交換局３００へ向けた信号の送信処理を行うように構成されてい
る。
【００５５】
　例えば、対移動交換局信号送受信部２０８は、移動交換局３００から移動局１００に向
けた信号の受信処理や、移動局１００が移動管理エリアを超えてハンドオーバした場合に
移動交換局３００によって当該移動局１００に対して新規に割り当てられた一時的移動局
識別子ＴＭＳＩの受信処理を行うように構成されている。
【００５６】
　また、対移動交換局信号送受信部２０８は、移動局１００の当該無線基地局２００（接
続先無線基地局）へのハンドオーバが完了（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）した
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こと或いは該無線基地局２００における当該移動局１００に係る移動局情報の再配置が完
了したことを報告する完了報告（移動局情報再配置完了報告：Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｍｐｌｅｔｅ）を、移動交換局３００に対して送信するように構成されている。
【００５７】
　また、対移動交換局信号送受信部２０８は、上述の完了報告に対する応答（ハンドオー
バ完了報告応答：Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ、或い
は移動局情報再配置完了応答：Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗ
ｌｅｄｇｅ）によって、当該移動局１００に対して新たに割り当てられた一時的移動局識
別子ＴＭＳＩを受信するように構成されていてもよい。
【００５８】
　また、対移動交換局信号送受信部２０８は、当該移動局１００についての位置登録エリ
アの更新が完了（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）した
後に、当該移動局１００に対して新たに割り当てられた一時的移動局識別子ＴＭＳＩを受
信するように構成されていてもよい。
【００５９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　以下、図１、図４乃至図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作につ
いて説明する。
【００６０】
　第１に、図１及び図４を参照して、本実施形態に係る移動交換局３００Ｂの動作につい
て説明する。
【００６１】
　図４に示すように、移動交換局３００Ｂは、ステップＳ４０において、移動局１００が
、当該移動交換局３００Ａによって管理されている移動管理エリア１を超えて移動してき
たか否かについて判定する。
【００６２】
　ステップＳ４０において、ＹＥＳの場合、本動作は、ステップＳ４２に進み、ステップ
Ｓ４０において、ＮＯの場合、本動作は、ステップＳ４０を繰り返す。
【００６３】
　移動交換局３００Ｂは、ステップＳ４２において、当該移動局１００についての移動管
理エリアの更新処理（移動管理エリア１→移動管理エリア２）を行い、ステップＳ４４に
おいて、当該移動局１００に対して新規の一時的移動局識別子ＴＭＳＩの割り当てを行う
。
【００６４】
　ステップＳ４６において、移動交換局３００Ｂは、当該移動局１００が未だ通信中であ
るか否かについて判定する。
【００６５】
　ステップＳ４６において、ＹＥＳの場合、本動作は、ステップＳ４８に進み、ステップ
Ｓ４６において、ＮＯの場合、本動作は、終了する。
【００６６】
　ステップＳ４８において、移動交換局３００Ｂは、移動管理エリア２において移動局１
００が接続されている接続先無線基地局２００Ｄに対して、当該移動局１００に対して割
り当てた一時的移動局識別子ＴＭＳＩ（新ＴＭＳＩ）を通知する。
【００６７】
　第２に、図１及び図５を参照して、本実施形態に係る無線基地局２００の動作について
説明する。
【００６８】
　図５に示すように、無線基地局２００は、ステップＳ５０において、移動局１００から
接続要求を受信した場合、ステップＳ５２において、かかる接続要求に係る呼受付判定を
行う。
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【００６９】
　受付許可の場合、本動作は、ステップＳ５４に進み、受付拒否の場合、本動作は、終了
する。
【００７０】
　無線基地局２００は、ステップＳ５４において、受信した接続要求に含まれている移動
交換局３００によって割り当てられている一時的移動局識別子ＴＭＳＩを保存し、ステッ
プＳ５６において、かかる一時的移動局識別子ＴＭＳＩを用いて接続設定処理を行う。
【００７１】
　無線基地局２００は、ステップＳ５８において、通信中の移動局１００に対して、移動
交換局３００から新規に割り当てられた一時的移動局識別子ＴＭＳＩを受信した場合、ス
テップＳ６０において、かかる一時的移動局識別子ＴＭＳＩによって、当該無線基地局２
００の移動局情報管理部２０６内に保持している当該移動局１００用の一時的移動局識別
子ＴＭＳＩを置換する。
【００７２】
　以下、ステップＳ５８乃至６２の動作が、当該移動局１００の通信が終了するまで繰り
返される。
【００７３】
　第３に、図１及び図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について
説明する。具体的には、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局１００が、
接続元無線基地局２００Ｃから接続先無線基地局２００Ｄに対してハンドオーバする場合
の動作について説明する。
【００７４】
　図６に示すように、ステップＳ１００１において、移動管理エリア１内のエリア１Ｃに
在圏している移動局１００は、所定のハンドオーバ条件を満足した場合、現在接続してい
る接続元無線基地局２００Ｃに対して、ハンドオーバ先のセル（接続先セル）の識別子を
含んだ測定結果報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）を送信する。
【００７５】
　ステップＳ１００２において、移動局１００から測定結果報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔ）を受信した接続元無線基地局２００Ｃは、上述の接続先セルとの間に
コネクションが存在しない場合は、移動管理エリア１外のセルへのハンドオーバ要求を受
信したと判断し、当該接続元無線基地局２００Ｃを管理している接続元移動交換局３００
Ａに対して、当該移動局１００に係る移動局情報の再配置を要求するための移動局情報再
配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ）を送信する。
【００７６】
　ステップＳ１００３において、移動局情報再配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｉｒｅｄ）を受信した接続元移動交換局３００Ａは、上述の接続先セルを管理する接続
先移動交換局３００Ｂに対して、当該移動局情報再配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒ
ｅｑｕｉｒｅｄ）を転送する（Ｆｏｒｗａｒｄ　ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ
）。
【００７７】
　ステップＳ１００４において、転送された移動局情報再配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ）を受信した接続先移動交換局３００Ｂは、上述の接続先セルを管
理する接続先無線基地局２００Ｄに対して、当該移動局１００に係る移動局情報を再配置
するように要求するための移動局情報再配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）を送信する。
【００７８】
　ステップＳ１００５において、当該移動局情報再配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ）を受信した接続先無線基地局２００Ｄは、接続先移動交換局３００Ｂに対
して、当該移動局情報再配置要求（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する応
答である移動局情報再配置要求応答（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎ
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ｏｗｌｅｄｇｅ）を送信する。
【００７９】
　ステップＳ１００６において、当該移動局情報再配置要求応答（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ
　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を受信した接続先移動交換局３００Ｂは、
接続元移動交換局３００Ａに対して、当該移動局情報再配置要求応答（Ｒｅｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を転送する（Ｆｏｒｗａｒｄ　ｒｅｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）。
【００８０】
　ステップＳ１００７において、転送された当該移動局情報再配置要求応答（Ｒｅｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を受信した接続元移動交換局３
００Ａは、接続元無線基地局２００Ｃに対して、当該移動局に係る移動局情報の再配置を
指示するための移動局情報再配置指示（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｍａｎｄ）を送信
する。
【００８１】
　ステップＳ１００８において、当該移動局情報再配置指示（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｍｍａｎｄ）を受信した接続元無線基地局２００Ｃは、移動局１００に対して、接続先
セルに対してハンドオーバを行うように指示するハンドオーバ指示（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　
ｃｏｍｍａｎｄ）を送信する。
【００８２】
　ステップＳ１００９において、当該ハンドオーバ指示（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｍｍａ
ｎｄ）を受信した移動局１００は、当該ハンドオーバ指示（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｍｍ
ａｎｄ）の中で指示された接続先セルに対してハンドオーバを行い、接続先無線基地局２
００Ｄに対して、かかるハンドオーバが完了したことを報告するためのハンドオーバ完了
報告（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｎｆｉｒｍ）を送信する。
【００８３】
　ここで、移動局１００は、接続先無線基地局２００Ｄに対して、当該ハンドオーバ完了
報告（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｎｆｉｒｍ）を送信するのと共に、接続先移動交換局３０
０Ｂに対して、当該移動局１００の位置登録エリアを更新するように要求するための位置
登録エリア更新要求（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）を送信してもよい。
【００８４】
　ステップＳ１０１０において、当該ハンドオーバ完了報告（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｎ
ｆｉｒｍ）を受信した接続先無線基地局２００Ｄは、接続先移動交換局３００Ｂに対して
、当該移動局１００の接続先無線基地局２００Ｄ（接続先セル）へのハンドオーバが完了
したこと或いは接続先無線基地局２００Ｄにおける当該移動局１００に係る移動局情報の
再配置が完了したことを報告するための移動局情報再配置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を送信する。
【００８５】
　ここで、接続先無線基地局２００Ｄは、ステップＳ１００９において、当該ハンドオー
バ完了報告（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｎｆｉｒｍ）と共に、当該位置登録エリア更新要求
（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信し
た場合には、接続先移動交換局３００Ｂに対して、移動局情報再配置完了報告（Ｒｅｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を送信するのと共に、位置登録エリア更新要求（Ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）を転送してもよ
い。
【００８６】
　ステップＳ１０１１において、移動局情報再配置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｍｐｌｅｔｅ）を受信した接続先移動交換局３００Ｂは、接続元移動交換局３００Ａに
対して、当該移動局情報再配置完了報告を転送する（Ｆｏｒｗａｒｄ　ｒｅｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）。
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【００８７】
　ただし、ステップＳ１０１０において、接続先無線基地局２００Ｄが、移動局情報再配
置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）と共に、位置登録エリア更新要
求（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）を転送
した場合には、ステップＳ１０１１において、接続先移動交換局３００Ｂは、移動局情報
再配置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）と共に、位置登録エリア更
新要求（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）を
受信し、移動局１００に対して、一時的移動局識別子の払い出しを行ってもよい。
【００８８】
　ステップＳ１０１２において、転送された移動局情報再配置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を受信した接続元移動交換局３００Ａは、接続先移動交換局
３００Ｂに対して、転送された移動局情報再配置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏ
ｍｐｌｅｔｅ）に対する応答である移動局情報再配置完了応答（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　
ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を転送する（Ｆｏｒｗａｒｄ　ｒｅｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）。
【００８９】
　ステップＳ１０１３において、転送された移動局情報再配置完了報告（Ｒｅｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を受信した接続元移動交換局３００Ａは、接続元無線基地局
２００Ｃに対して、移動局１００との間のリソースの解放を要求するためのリソース解放
要求（Ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）を送信する。
【００９０】
　ステップＳ１０１４において、転送された移動局情報再配置完了応答（Ｒｅｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を受信した接続先移動交換局３０
０Ｂは、接続先無線基地局２００Ｄに対して、移動局情報再配置完了応答（Ｒｅｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を送信する。
【００９１】
　ステップＳ１０１１において、接続先無線基地局２００Ｄから、当該ハンドオーバ完了
報告（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｎｆｉｒｍ）と共に、当該位置登録エリア更新要求（Ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信している
場合、接続先移動交換局３００Ｂは、接続先無線基地局２００Ｄに対して、移動局情報再
配置完了応答（Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）と
共に、当該移動局１００に対して新規に払い出した一時的移動局識別子ＴＭＳＩを通知し
てもよい。
【００９２】
　ステップＳ１０１５において、当該ハンドオーバ完了報告（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｃｏｎ
ｆｉｒｍ）を送信した移動局１００は、接続先移動交換局３００Ｂに対して、位置登録エ
リア更新要求（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）を送信する。
【００９３】
　ステップＳ１０１６において、位置登録エリア更新要求（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ
　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信した接続先移動交換局３００Ｂは
、移動局１００に対して、位置登録エリア更新要求（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐ
ｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する応答である位置登録エリア更新受付（
Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ａｃｃｅｐｔ）を送信する。
【００９４】
　ここで、接続先移動交換局３００Ｂが、移動局１００に対して、位置登録エリア更新受
付（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ａｃｃｅｐｔ）を送信す
る際に、当該移動局１００に対して新規に払い出した一時的移動局識別子ＴＭＳＩを付加
することで（例えば、Ｐｉｇｇｙ-ｂａｃｋ形式で）、接続先基地局２００Ｄに対して、
当該一時的移動局識別子ＴＭＳＩを通知してもよい。
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【００９５】
　かかる場合、接続先基地局２００Ｄは、かかる位置登録エリア更新受付（Ｔｒａｃｋｉ
ｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ａｃｃｅｐｔ）に付加された一時的移動局
識別子ＴＭＳＩを監視するように構成されていている。
【００９６】
　ステップＳ１０１７において、位置登録エリア更新受付（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ
　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ａｃｃｅｐｔ）を受信した移動局１００は、接続先移動交
換局３００Ｂに対して、位置登録エリア更新完了（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄ
ａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を送信する。
【００９７】
　ステップＳ１０１８において、位置登録エリア更新完了（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ
　ｕｐｄａｔｅ　（ＴＡＵ）　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を受信した接続先移動交換局３００Ｂ
は、接続先無線基地局２００Ｄに対して、当該移動局１００に対して新規に払い出した一
時的移動局識別子ＴＭＳＩを通知するために、移動局識別子更新要求を送信する。
【００９８】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局１００が、移動管理エリア１を超
えて移動した後に接続要求を送信した場合においても、再発呼すること無く、当該移動局
の通信を継続可能とし、サービス性を向上させる。
【００９９】
　また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局１００が、移動管理エリア
１を超えて移動した後に接続要求を送信した場合においても、再発呼しないため、移動交
換局３００に対して再発呼用の信号を送信する必要が無く、無線基地局２００と移動局１
００との間で接続処理を行うことが可能となり、移動交換局３００の処理負荷を軽減する
ことができる。
【０１００】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【０１０１】
　なお、日本国特許出願第２００７－１２３７６３号（２００７年５月８日出願）の全内
容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
【産業上の利用の可能性】
【０１０２】
　以上説明したように、本発明に係る移動交換局、無線基地局及び移動通信方法によれば
、移動局が、移動管理エリアを超えて移動した後に接続要求を送信した場合においても、
再発呼すること無く、当該移動局の通信を継続可能とし、サービス性を向上させることが
できるため移動体通信等の無線通信において有用である。
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